
・東播都市計画用途地域の変更
・東播都市計画地区計画の決定
(三木中央線周辺地区地区計画)

について
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東播都市計画総括図

①末広3丁目、平田、
大村、大村１丁目
の各一部

位 置 図

④本町１丁目

③本町２丁目
上の丸町

②末広２丁目
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変更前後の計画図①（末広3丁目、平田、大村、大村1丁目の各一部）

変更前 変更後



建築物等の用途の制限
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○：建てられる
×：建てられない
△：面積など制限あり

現在の用途地域 変更後の用途地域

地区計画準工業
地域

工業地
域

近隣商業地域

戸建て住宅や共同住宅
住宅で店舗等を兼ねるもの

○ ○ ○ ○

店
舗

床面積10,000㎡以下 ○ ○ ○ ○

床面積10,000㎡以上 ○ × ○ ○

事務所 ○ ○ ○ ○

ホテル、旅館 ○ × ○ ○

運動施設 ○ ○ ○ △店舗又はホテルに附属するものを除く※１

遊技施設 ○ △ ○
△店舗又はホテルに附属するカラオケ
ボックスやゲームセンターを除く※１

映画館、劇場、演芸場、観覧
場、ナイトクラブ

○ × ○
△店舗又はホテルに附属する劇場、映画
館、演芸場を除く※１

病院 ○ × ○ ×

診療所 ○ ○ ○ ○

老人ホーム、福祉ホーム等 ○ ○ ○ △床面積600㎡以下のみ可

保育所 ○ ○ ○ △事業所内保育所のみ可

倉庫業倉庫、畜舎、単独車庫 ○ ○ ○ ×

工場 ○ ○ △ △店舗又は飲食店に附属するものを除く※2

自動車修理工場 ○ ○ △ △店舗に附属する床面積300㎡以下のみ可

※1これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又はホテルの用に供する床面積未満のものに限る
※2これらの用途に供する部分の床面積の合計が、店舗又は飲食店の用に供する床面積未満のものに限る



建築物及び工作物の意匠、色彩等については、兵庫県景観の形成等に関する条
例第22条第1項の大規模建築物等指導基準に準拠し、周辺との調和を図る。
建築物及び工作物について、周辺の建築物や敷地全体のまとまりに配慮するよ

う規模や意匠など項目別に基準が定められている。

建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限
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その他 景観への配慮

幹線道路に面する部分は植栽に努める。



日影規制の除外について
日影規制とは：建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、

日照環境を確保するための制限のこと。

－8－

土地の有効活用を図るため、兵庫県建
築基準条例より日影規制を除外する。

現在は大半が工業地域及び準工業地域と
なっており、日影規制がかかっていない。

近隣商業地域に変更
すると、新たに日影
規制がかかる。

兵庫県建築基準条例
第２条の２第２項に、
「地区計画等の区域
で、土地利用の状況
を勘案し知事が指定
する区域は、日影規
制対象区域から除
く」と規定されてい
る。
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変更前後の計画図②（末広2丁目）

変更前 変更後
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変更前後の計画図③（本町2丁目、上の丸町）

変更前 変更後
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変更前後の計画図④（本町1丁目）

変更前 変更後


